
  

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案要綱 

 

一 本則  

 

１ 目的 

この法律は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資

金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意

しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置

を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに

住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とする。                       （第１条関係） 

 

２ 定義 

金融機関、中小企業者、住宅資金借入者について、所要の定義規定を設けることとする。 

      （第２条関係） 

 

３ 金融機関の対応 

⑴ 中小企業者に対する信用供与についての対応 

金融機関は、中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事

業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟にこれを行うよう努めるものとする。 

（第３条関係） 

 

⑵ 中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応 

① 金融機関は、当該金融機関に対して事業資金の貸付け（以下⑵において単に「貸付け」

という。）に係る債務を有する中小企業者（信用協同組合等、金融機関の子会社、銀行の

親会社、大会社、大会社の子会社等を除く。以下⑵において同じ。）であって、当該債務

の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担

の軽減の申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能

性等を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え、当該中小企業

者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするもの等を行うよう努めるもの

とする。 

 

② 金融機関は、中小企業者から特定認証紛争解決手続の実施の依頼を受けた特定認証紛争

解決事業者より当該特定認証紛争解決手続の実施を依頼するか否かの確認があった場合

には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限

り、当該特定認証紛争解決手続の実施の依頼をするよう努めるものとする。 

 

③ 金融機関は、株式会社企業再生支援機構が支援決定を行った中小企業者に対して有する

債権について、同機構から買取申込み等の求めがあった場合には、当該中小企業者の事業

についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、これに応ずるよう努める

ものとする。 

 

④ 金融機関は、上記①から③までの場合において、対象となる中小企業者に対して貸付け

に係る債権を有する他の金融機関、株式会社日本政策金融公庫等、当該中小企業者に対す

る貸付けに係る債務の保証をしている信用保証協会等、当該中小企業者に関する中小企業

再生支援業務を行っている認定支援機関がいるときは、その者との緊密な連携を図るよう

努めるものとする。 

（第４条関係） 

 

⑶ 住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合における対応 



  

① 金融機関は、当該金融機関に対し住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者

であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれのあるものから当該債

務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該住宅資金借入者の財産及び収

入の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え等を行うよ

う努めるものとする。 

② 金融機関は、上記①の場合において、申込みに係る住宅資金借入者に対して住宅資金の

貸付けに係る債権を有する他の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構等がいるときは、

その者との緊密な連携を図るよう努めるものとする。 

（第５条関係） 

 

４ 金融機関による方針の策定、説明書類の縦覧、行政庁への報告等 

⑴ 対応措置の実施に関する方針の策定等 

金融機関は、中小企業者等から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等にお

ける対応を円滑にとることができるよう、対応措置の実施に関する方針の策定、対応措置の

状況を適切に把握するための体制整備等の必要な措置を講じなければならないこととする。 

（第６条関係） 

 

⑵ 対応措置等に関する説明書類の縦覧 

金融機関は、六月を超えない一定の期間ごとに、対応措置の状況及び体制整備等の措置の

概要に関する事項等を記載した説明書類を作成し、営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供し

なければならないこととする。                    （第７条関係） 

 

⑶ 行政庁への報告等 

① 金融機関は、六月を超えない一定の期間ごとに、対応措置等の詳細に関する事項を行政

庁に報告しなければならないこととする。 

② 都道府県知事は、報告を受けたときは、内閣総理大臣等に通知するものとする。 

③ 内閣総理大臣は、おおむね六月に一回、報告及び通知をとりまとめ、その概要を公表す

るものとする。 

（第８条関係） 

 

⑷ 検査及び監督におけるこの法律の趣旨の尊重 

行政庁は、銀行法等の規定による金融機関に対する検査及び監督の実施に当たり、この法

律の趣旨を十分に尊重するものとする。                （第９条関係） 

 

 ５ 政府の責務 

⑴ 金融機関による対応措置の実施に係る政府の責務 

政府は、金融機関が業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、適切かつ円滑に信用供与に

ついての対応及び中小企業者等から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等

における対応をとることができるよう、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の適

切な運用等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。       （第 10 条関係） 

 

⑵ 信用補完事業の充実のための措置等 

① 政府は、中小企業者に対する金融機関の信用供与の円滑化を図るため、信用保証協会が

行う中小企業者に関する信用補完事業の充実に係る財政上の措置を講ずるものとする。 

② 政府は、信用保証協会における人的体制の整備等の中小企業者に関する信用補完事業の

適切かつ円滑な実施のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（第 11 条関係） 

 

 ６ その他  

政令への委任規定、行政庁を定める規定、権限委任規定、罰則規定等、所要の規定を設ける



  

こととする。                        （第 12 条～第 18 条関係） 

 

二 附則 

 

１ 施行期日 

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、上記一４⑴に係る規定は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。 （附則第１条関係） 

 

 ２ 失効 

⑴ この法律は、平成 23 年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた債

務の弁済に係る負担の軽減の申込み等に係る事案については、同日後もなおその効力を有す

る。 

 

⑵ その他この法律の失効に伴い必要な経過措置について所要の規定を設けることとする。 

    （附則第２条関係） 

 

 ３ 地方自治法の一部改正 

地方自治法について、この法律の施行に伴う所要の規定の整備を行うこととする。 

    （附則第３条関係） 


